
○
防
衛
省
令
第
十
五
号

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
自
衛

隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

自
衛
隊
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
検
査
の
種
類
）

第
八
十
八
条
の
二
の
二

法
第
百
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
の
検
査
は

［
条
を
加
え
る
。
］

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
と
し
、
そ
の
検
査
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

基
本
設
計
検
査

装
備
移
転
船
舶
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備

移
転
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
本
設
計

が
法
第
百
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査

二

船
舶
検
査

装
備
移
転
船
舶
の
材
料
及
び
部
品
、
製
造
工
程
並
び
に
完
成
品

が
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査

三

臨
時
航
行
検
査

第
八
十
八
条
の
二
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
検
査
合

格
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
装
備
移
転
船
舶
を
臨
時
に
航
行
の
用
に
供
す
る

と
き
に
行
う
、
当
該
装
備
移
転
船
舶
が
当
該
航
行
に
必
要
な
事
項
を
満
た
し
て

い
る
か
ど
う
か
の
検
査

（
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
）

第
八
十
八
条
の
二
の
三

前
条
各
号
に
掲
げ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ

［
条
を
加
え
る
。
］

れ
ら
の
検
査
の
対
象
と
な
る
装
備
移
転
船
舶
（
以
下
「
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
指
定
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
申
請

書
（
別
記
様
式
第
十
三
）
に
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
を
予
定

す
る
図
書
の
目
録
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

同
一
の
基
本
設
計
に
よ
り
製
造
す
る
複
数
の
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い

て
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定

申
請
書
に
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
隻
数
を
記
載
す

る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を



し
た
者
に
対
し
、
基
本
設
計
検
査
に
お
い
て
提
出
を
求
め
る
図
書
の
目
録
（
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
設
計
図
書
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
検
査
対
象

装
備
移
転
船
舶
指
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
十
四
）
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
指
定
し

た
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
記
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
指
定
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
検
査

対
象
装
備
移
転
船
舶
の
装
備
移
転
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
の
解

除
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
指
定
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指

定
解
除
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
五
）
に
、
当
該
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
装

備
移
転
を
行
わ
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請

を
す
る
も
の
と
す
る
。

７

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
い
て
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
指

定
の
解
除
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
指
定
解
除
通
知

書
（
別
記
様
式
第
十
六
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
設
計
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
四

基
本
設
計
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
検

［
条
を
加
え
る
。
］

査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
七
）
に
、
基
本
設
計
図
書
目
録
に
記
載
さ
れ
た
図
書

を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

同
一
の
基
本
設
計
に
よ
り
製
造
す
る
複
数
の
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い

て
前
項
の
基
本
設
計
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
基
本
設
計
検
査
申
請
書

に
基
本
設
計
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
そ
れ
ぞ
れ
の
指

定
記
号
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
一
括
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本
設
計

が
基
本
設
計
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に

対
し
、
基
本
設
計
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
十
八
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

。
４

防
衛
大
臣
は
、
基
本
設
計
検
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
ほ
か
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
八
十
八
条
の
二
の
五

基
本
設
計
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
当
該
合

［
条
を
加
え
る
。
］

格
証
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本
設
計
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
本
設
計
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式

第
十
九
）
に
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

同
一
の
基
本
設
計
に
よ
り
製
造
す
る
複
数
の
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本

設
計
に
つ
い
て
同
一
の
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
基
本
設
計
変

更
申
請
書
に
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
そ
れ
ぞ

れ
の
指
定
記
号
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
一
括
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

４

防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
基
本
設
計

が
基
本
設
計
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
、
当
該
変
更
を
承
認
し
た
と
き
は
、

当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
新
た
に
基
本
設
計
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

５

前
項
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
変
更
前
の
基
本
設
計
に
つ
い
て
交
付
さ
れ
た
基

本
設
計
検
査
合
格
証
を
防
衛
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
六

船
舶
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装
備
移

［
条
を
加
え
る
。
］

転
船
舶
ご
と
に
、
船
舶
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
）
に
検
査
対
象
装
備
移

転
船
舶
の
製
造
に
関
す
る
仕
様
書
を
添
え
て
、
防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
船

舶
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
船

舶
検
査
合
格
証
（
別
記
様
式
第
二
十
一
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
船
舶
検
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
一
項
に

規
定
す
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
の
製
造
に
関
す
る
仕
様
書
の
ほ
か
必
要
な
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



４

防
衛
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
検
査
合
格
証
を
交
付
し
た
と
き
は

、
当
該
船
舶
検
査
合
格
証
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
第
八
十
八

条
の
二
の
三
第
四
項
の
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
臨
時
航
行
検
査
）

第
八
十
八
条
の
二
の
七

臨
時
航
行
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
対
象
装

［
条
を
加
え
る
。
］

備
移
転
船
舶
ご
と
に
、
臨
時
航
行
検
査
申
請
書
（
別
記
様
式
第
二
十
二
）
に
よ
り

防
衛
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
検
査
対
象
装
備
移
転
船
舶
に
つ
い
て
、
臨

時
航
行
検
査
に
合
格
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し

、
臨
時
航
行
許
可
証
（
別
記
様
式
第
二
十
三
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］



［
様
式
を
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


